
○
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2
0

沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

五
七
、
二
、
九

　
五
七
、
三
、
一
二

受
　
　
　
　
領

五
七
、
三
、
一

　
　
（
予
）

五
七
、
三
、
三
一

可
　
　
　
決

五
七
、
三
、
三
一

可
　
　
　
決

五
七
、
二
、
一
七

五
七
、
三
、
一
一

可
　
　
　
決

五
七
、
三
、
一
二

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

　
　

1
5

　

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
等
の

返
還
及
び
駐
留
軍
用
地
跡
地
等
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

上
原
康
助
君

外
　
　
八
　
　
名

　
（
五
七
、
四
、
一
四
）

五
　
七
、
四
、
一
五
　

五
七
、
四
、
一
五

　
　
（
予
）

五
七
、
四
、
一
五

内
　
　
閣

継
　
　
続
　
　
審
　
査

2
8

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の

た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

近
藤
元
次
君

外
十
八
名

　
　
（
五
、
一
四
）

八
、
四

五
七
、
八
、
一
〇

八
、
一
七

五
七
、
八
、
一
九

可
　
　
決

　
五
七
、
八
、
二
〇

可
　
　
　
決

八
、
四

五
七
、
八
、
六

可
　
　
決

五
七
、
八
、
一
〇

可
　
　
決

3
0

北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
等
特
別
措

置
法
案

島
田
琢
郎
君

外
　
九
　
名

　
　
（
五
、
一
五
）

八
、
四

八
、
四

（
予
）

八
、
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了



沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

二
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、
　
二
、
　
九
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
一
二
　
衆
可
決

　
　
　
　
三
、
三
一
　
参
可
決

要
旨　

本
案
は
、
本
土
復
帰
後
、
満
十
年
を
迎
え
る
沖
縄
の
社
会
経
済
情

勢
に
か
ん
が
み
、
引
き
続
き
沖
縄
の
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
次
の

三
法
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
改
正

　
　
同
法
の
有
効
期
限
（
本
年
三
月
三
十
一
日
）
を
十
年
延
長
し
て
、

　
新
た
に
十
箇
年
に
わ
た
る
振
興
開
発
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、

　
沖
縄
に
つ
い
て
も
「
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た

　
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」
を
適
用
す
る
こ
と
。

二
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
改
正

　
　
県
産
酒
類
に
係
る
酒
税
の
軽
減
措
置
等
の
内
国
消
費
税
に
関
す

　
る
特
例
及
び
特
定
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
軽
減
措
置
等
の
関
税

　
に
関
す
る
特
例
の
適
用
期
限
（
本
年
五
月
十
四
日
）
を
そ
れ
ぞ
れ

　
五
年
延
長
す
る
こ
と
。

三
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
の
改
正

　
　
住
宅
金
融
公
庫
法
の
改
正
に
対
応
し
て
、
宅
地
造
成
事
業
に
係

　
る
貸
付
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
現
行
の
宅
地
債
券
制
度
に

　
代
え
、
住
宅
又
は
宅
地
の
取
得
の
促
進
を
図
る
た
め
、
新
た
に
住

　
宅
宅
地
債
券
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
本
土
復
帰
後
、
満
十
年
を
迎
え
る
沖
縄
の
社
会
経

済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
引
き
続
き
沖
縄
の
振
興
開
発
を
図
る
た
め
次

の
三
法
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
を
改
正
し
、
同
法
の
有
効

期
限
を
十
年
延
長
し
て
、
新
た
に
十
カ
年
に
わ
た
る
振
興
開
発
計
画

を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
。



第
二
に
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
を
改
正
し
、

内
国
消
費
税
及
び
関
税
に
関
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
そ
れ
ぞ

れ
五
年
延
長
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
を

改
正
し
、
宅
地
造
成
事
業
に
係
る
貸
付
対
象
の
拡
大
等
を
図
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
第
一
次
振
興
開
発
計
画
の
実
績
と
第

二
次
振
興
開
発
計
画
の
構
想
、
水
資
源
及
び
電
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
、
雇
用
対
策
と
産
業
振
興
、
米
軍
基
地
の
整
理
縮
小
と
跡
地
利
用

等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ

っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
今
後
の
沖
縄
振
興
開
発
の
推
進
に
関

す
る
八
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も

っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

案
（
衆
第
二
八
号
）
（
衆
議
院
提
出
）

五
七
、
　
五
、
一
四
　
衆
・
議
員
提
出

　
　
　
　
八
、
一
〇
　
衆
可
決

　
　
　
　
八
、
二
〇
　
参
可
決

要
旨　

本
法
律
案
は
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
を
図
る
た
め
、

国
民
世
論
の
啓
発
、
北
方
地
域
元
居
住
者
に
対
す
る
援
護
等
の
措
置

の
充
実
並
び
に
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
振
興
及
び
住
民
の
生
活
の
安

定
に
関
す
る
計
画
の
策
定
及
び
そ
の
実
施
の
推
進
を
図
る
等
の
た
め

特
別
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
を

　
図
る
た
め
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
国
は
、
北
方
領
土
問
題
そ
の

　
他
北
方
地
域
（
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
）
に

　
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
国
民
世
論
の
啓
発
を
推
進
す
る
と
と

　
も
に
、
北
方
地
域
元
居
住
者
に
対
す
る
援
護
等
の
措
置
の
一
層
の

　
充
実
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



二
、
北
海
道
知
事
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
北
方
領
土
隣
接
地
域
（
根

　
室
市
、
別
海
町
、
中
標
津
町
、
標
津
町
及
び
羅
臼
町
）
の
振
興
及

　
び
住
民
の
生
活
の
安
定
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大

　
臣
の
承
認
を
受
け
、
こ
れ
を
推
進
す
る
こ
と
。

三
、
こ
の
振
興
計
画
に
基
づ
き
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
町
が
行
う

　
特
定
の
国
庫
補
助
事
業
等
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
割
合
の
特
例
を

　
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
規
定
は
、
財
政
再
建
期
間
中
は
適

　
用
し
な
い
。

四
、
国
は
、
北
海
道
又
は
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
町
が
振
興
計
画

　
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
に
つ
い
て
、
地
方
債
及
び
財
政
上
等
の
特

　
別
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五
、
北
海
道
が
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
町
等
が
行
う
国
庫
補
助

　
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
地
域
振
興
等
の
た
め
の
事
業
等
に
助
成

　
す
る
た
め
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
等
基
金
を
設
け
る
場
合
に
は
、

　
国
は
、
こ
れ
に
充
て
る
た
め
の
資
金
の
一
部
（
約
八
十
億
円
の
見

　
込
み
）
を
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら
五
年
度
以
内
を
目
途
と
し
て
交

　
付
す
る
も
の
と
し
、
基
金
の
額
は
、
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助

　
金
の
額
の
四
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

六
、
北
方
地
域
に
係
る
戸
籍
事
務
等
を
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
町

の
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促

進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
特
別

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進

を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
国
は
、
国
民

世
論
の
啓
発
及
び
北
方
地
域
元
居
住
者
に
対
す
る
援
護
等
の
充
実
強

化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
第
二
に
、
北
海
道
知
事
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
北
方
領
土
隣
接

地
域
の
振
興
及
び
住
民
の
生
活
の
安
定
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、

内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
こ
れ
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
第
三
に
、
こ
の
振
興
計
画
に
基
づ
き
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
町

が
行
う
特
定
の
国
庫
補
助
事
業
等
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
割
合
の
特

例
を
定
め
る
こ
と
。

　
第
四
に
、
北
海
道
が
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
等
基
金
を
設
け
る



場
合
に
は
、
国
は
、
こ
れ
に
充
て
る
た
め
の
資
金
の
一
部
を
補
助
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
範
囲
の
妥
当

性
、
国
の
財
政
上
等
の
特
別
の
配
慮
の
具
体
的
内
容
、
北
方
領
土
隣

接
地
域
振
興
等
基
金
に
よ
る
補
助
と
特
別
交
付
税
と
の
関
係
、
北
方

地
域
を
四
島
に
限
定
し
た
こ
と
の
妥
当
性
と
領
土
問
題
の
基
本
的
解

決
策
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
丸
谷
理
事
よ
り
、
自
由
民
主
党
・
自

由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、

民
社
党
・
国
民
連
合
の
各
派
共
同
提
案
に
係
る
北
方
領
土
隣
接
地
域

及
び
北
方
地
域
元
居
住
者
が
置
か
れ
て
い
る
特
殊
な
事
情
に
か
ん
が

み
留
意
す
べ
き
四
項
目
の
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
、
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
付
託
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2
6

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

五
七
、
二
、
九

五
七
、
三
、
二
六

内
　
　
閣

継
　
続
　
審
　
査

　
2
7

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

二
、
九

　
　
三
、
二
六

内
　
　
閣

継
　
続
　
審
　
　
査




